
 
 
 
 
 
 

横浜自然観察の森の指定管理候補者 
選定結果報告書 

 
 
 
 
 
 

令和元年９月 

横浜自然観察の森指定管理者選定評価委員会 

 
  



 横浜自然観察の森は、令和２年４月から指定管理者による管理を開始するため、指定管理

者について審査し、指定管理候補者を選定しましたので、報告いたします。 
 令和２年４月から開始する第１期指定管理者については、横浜自然観察の森条例（平成 30
年 12 月改正）に基づいて、公募により指定管理者について審査を行いました。 
 
１ 指定管理者が管理する施設及び指定期間 
（１） 指定管理者が管理する施設 
名称 所在地 管理区域面積 備考 

横浜自然観察の森 栄区上郷町 1562 番１ 44.4ha  

（２） 指定期間 
  令和２年４月１日～令和７年３月 31 日 
 
２ 選定した指定管理候補者 
団 体 名  公益財団法人日本野鳥の会 
所 在 地  東京都品川区西五反田 3—9—23 丸和ビル 
代 表 者  理事長 遠藤 孝一 

 
３ 選定の考え方 
  指定候補者の選定にあたっては、「横浜自然観察の森指定管理者応募要項（令和元年６

月）」においてあらかじめ定めた「選定基準」に従って、審査を行いました。 
  審査は、書類及びヒアリングで行い、各委員が評価項目ごとに採点しました。各評価項

目の平均点の合計が６割以上の点数を獲得している場合、指定管理候補者として選定す

ることとしました。 
 
４ 選定の経過 
（１） 選定スケジュール 

ア 公募要項の公表      令和元年６月 24日（月） 

イ 現地見学会及び応募説明会     ７月 ４日（木） 

ウ 公募要項に関する質問受付     ７月 ５日（金）～10日（水） 

エ 公募要項に関する質問回答     ７月 17日（水） 

オ 応募書類の受付期間        ７月 31日（水）及び８月１日（木） 

カ 審査・選定（面接審査実施）    ９月 ３日（火） 

キ 選定結果の通知・公表       ９月中旬 

ク 指定管理者の指定         12月 

ケ 指定管理者との協定締結  令和２年３月 



（２） 現地見学会及び応募説明会 

   開催日時 令和元年７月４日（木） 
   開催場所 横浜自然観察の森 
   説明項目 指定管理者応募要項について 
        指定管理者業務仕様書について 
        目安となる管理経費について 
 
５ 書類・ヒアリング審査の選定基準 

項  目 配点 

団体の状況 

(1) 団体の理念、管理運営にあたっての基本方針 10 

(2) 応募理由 5 

(3) 団体の財務状況 5 

(4) 団体の活動実績 5 

管理運営体制 

(1) 職員の確保、配置及び育成 10 

(2)災害時の緊急対策、安全対策、防犯対策 10 

(3) 利用者のニーズ・要望・苦情への対応 5 

(4) 横浜市の重要施策を踏まえた取組み 5 

施設の維持管理 
(1) 建物及び設備の維持管理 5 

(2) 園地及び樹木の維持管理 10 

事業の企画・実施 

(1) 普及・教育、行事の実施 10 

(2) ボランティアコーディネート 5 

(3) 関係機関及び地域団体との連携・協働 5 

(4) 広報、利用者サービスの向上、利用促進策 5 

(5) 環境調査 5 

(6) ウェルカムセンターとしての機能 10 

(7) 地域特性の理解及び、課題を踏まえた事業提案 5 

収支計画及び 

指定管理料 
(1) 指定管理料の額 5 

 
 
 



６ 審査結果及び講評 
項  目 審査の視点（例） 配点 平均 

団
体
の
状
況 

(1) 団体の理念、

管理運営にあた

っての基本方針 

・横浜自然観察の森の設置目

的である自然保護思想の普及

及び向上を図るものとなって

いるか。 
・身近な自然環境の保全及び

自然保護教育の拠点となる管

理運営となっているか。 

10 9.6 

(2) 応募理由 ・施設の設置目的、地域特性

等を十分に理解した妥当性・

具体性がある応募理由であ

り、施設運営に熱意が感じら

れるか。 

5 4.8 

(3) 団体の財務

状況 
・団体の財務状況は健全で、

継続的な運営が可能か。 
5 4 

(4) 団体の活動

実績 
・類似施設の管理運営等、管

理運営が実施できる十分な実

績があるか。 

5 4.8 

管
理
運
営
体
制
等 

(1) 職員の確保、

配置及び育成 
・建物、設備及び園地の維持

管理や管理運営に必要な人員

を確保し、配置する計画とな

っているか。 
・職員の資質向上のための研

修が具体的に計画されている

か。 

10 8.4 

(2) 災害時の緊

急対策、安全対

策、防犯対策 

・事件、事故の防止体制が適

切か。事故発生時、緊急時の

対応、連絡体制などに具体性

があり、適切か。 
・市（区）防災計画を踏まえ、

公の施設としての役割や地

域・消防局等と連携した取組

が計画されているか。 

10 8.4 



(3) 利用者のニ

ーズ・要望・苦情

への対応 

・利用者の意見、要望、苦情等

の受付方法や、これらに対す

る改善方法に具体性がある

か。 

5 4.6 

(4) 横浜市の重

要施策を踏まえ

た取組み 

・個人情報保護の取組に具体

性があるか。情報公開への取

り組が適切であるか。ヨコハ

マ３R 夢プラン、人権尊重、

男女共同参画推進など本市の

重要施策を踏まえた、取組み

となっているか。市中小企業

振興条例の趣旨を踏まえた取

組みとなっているか。 

5 4.8 

施
設
の
維
持
管
理 

(1) 建物及び設

備の維持管理 
・施設の安全確保及び長寿命

化の観点から、適切な維持保

全（建物・設備の点検など）計

画となっているか。 

5 3.8 

(2) 園地及び樹

木の維持管理 
・「横浜自然観察の森保全管

理計画」に基づき、利用者の

安全や生物多様性に配慮した

内容となっているか。 
・順応的な環境管理が実行可

能な計画となっているか。 

10 9 

事
業
の
企
画
・
実
施 

(1) 普及・教育、

行事の実施 
・一般来園者対応、団体利用

者対応、展示・ワークシート

による解説が適切に行われる

内容となっているか。 
・「関心・行動・協働」の段階

を踏まえた行事が計画されて

いるか。 

10 8.8 

(2) ボランティ

アコーディネー

ト 

・当該施設のボランティアグ

ループである「横浜自然観察

の森友の会」と協力しながら、

団体が自主運営し、活動が円

滑に行えるコーディネート内

容になっているか。 

5 4.6 



(3) 関係機関及

び地域団体との

連携・協働 

・関係機関、近隣施設及び自

治会町内会など地域の団体と

の連携・協働の考え方は適切

か。 

5 4.4 

(4) 広報、利用者

サービスの向上、

利用促進策 

・利用者数、事業への参加者

数やサービス向上に対し、効

果的・具体的な取組となって

いるか。 

5 4.2 

(5) 環境調査 ・モニタリング調査、環境教

育効果測定調査、生物保全基

礎調査およ観察資源調査が適

切かつ継続的に行われる計画

となっているか。 

5 4.4 

(6) ウェルカム

センターとして

の機能 

・「横浜みどりアップ計画」の

趣旨を踏まえた、市民向けイ

ベント、企業 CSR 活動支援が

なされているか。 
・教育効果の高い学校教育向

けプログラムや、教員の学習、

研究に対する支援などの取組

が計画されているか 

10 8.6 

(7) 地域特性の

理解及び、課題を

踏まえた事業提

案 

・地域特性を理解し、課題や

ニーズを十分に捉えた施設運

営、事業計画となっているか。 

5 4.6 

収
支
計
画
及
び
指

定
管
理
料 

(1) 指定管理料

の額 
・収支計画が適切であり、有

料施設(研修室)の運用や効率

的な経費の執行による適切な

指定管理料となっているか。 

5 4.2 

小 計 120 
(最低基準

72) 

106 



加
減
点
項
目 

(1)市内中小業者

等であるか 
市内中小企業または地域住民

を主体とした施設の管理運営

等のために、地域住民を中心

に設立された団体※共同事業

体の場合は、代表団体が市内

中小企業等であること。 

5   

合 計     

 
《講 評》 

今回、指定管理者の選定を行う横浜自然観察の森は、「自然環境の中で植物及び昆虫、野

鳥等の小動物と触れ合い、これらの観察を通じて自然保護思想の普及及び向上を図るため」

に設置された施設です。（横浜自然観察の森条例第 1 条）。横浜市内で最大の大規模緑地「円

海山緑地」の一角であり、円海山緑地は５つの川（いたち川、大岡川、宮川、侍従川、滑川）

の源流部であり、草地・湿地・水辺・林縁・林と変化に富み、多様な生きものが生息する貴

重な自然環境を有しています。また昭和 63 年にボランティア組織「横浜自然観察の森友の

会」が結成され、長年に渡って多彩な活動をプロジェクト単位で実施しています。 
 「公益財団法人日本野鳥の会」からの提案は、これまでの実績を踏まえて、横浜自然観察

の森の設置目的を効果的に達成していくための活動が十分に期待できると判断され、120 点

満点中 106 点となりました。 
 指定候補者に選定された「公益財団法人日本野鳥の会」に対しては、横浜自然観察の森の

よりよい管理運営を行うために、ボランティア団体との連携やこれまで以上に積極的な広

報活動を求める意見や、地域との連携強化、横浜自然観察の森の認知度を高める要望が出さ

れました。 
 これらについても十分留意し、提案書に書かれた内容を確実に行うことを要望します。 
 
７ 横浜自然観察の森指定管理者選定評価委員会 名簿 

委員長 倉本 宣 明治大学農学部 教授 
委 員 芦川 弘 栄区上郷東連合町会 会長 
委 員 上野 寛子 明治学院大学教養教育センター 准教授 
委 員 田中 操 田中操税理士事務所 税理士 
委 員 古瀬 浩史 帝京科学大学生命環境学部 教授 




